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環境表示ガイドラインの改定概要

■対象
景品表示法が規定する「事業者が製品やサービスを購入してもらうために、
その内容や取引条件等について、消費者に知らせる広告や表示全般」 に加
え、商品又は役務の取引に直接的に関係のない環境表示（事業活動、イメー
ジ広告、企業姿勢等）も適用範囲に含む

■５つの基本項目
①あいまいな表現や環境主張は行わないこと
②環境主張の内容に説明文を付けること
③製品のライフサイクル全体を考慮すること
④環境主張の検証に必要なデータ及び評価方法が提供可能で、
情報にアクセスが可能であること

⑤製品または工程における比較主張はLCA評価、数値等により
適切になされていること

環境表示を行う事業者および事業者団体を対象に、自己宣言による適切な環境表示のあり方について、各事業者等の自主性を尊
重することを原則としつつ、国際規格であるISO/JIS Q 14021規格へ準拠した環境表示を行うことを求めている。

■欧州では見せかけのグリーン対応であるグリーンウォッシュに対する目が厳しくなってきており、 EUではグリーン
訴求指令案が2023年3月に公表されている。
■企業が萎縮せず、かつ、消費者に対し適切な環境表示を促進する観点から、環境配慮型製品の流通の妨
げとならないように、環境情報提供のあり方について、改めて整理する。
■環境表示のあり方について整理した「環境表示ガイドライン」（2013年3月改定）について、事業者等が
自己の責任で環境表示を行う際に注意すべき点についてアップデートを行った。（R8年３月31日公表）

５つの基本項目

基本的な考え方：
環境表示に関する国際規格
（ISO/JIS Q 14021 自己
宣言による環境主張）に準拠

推奨事項
【別冊】参考情報
国内外の環境表示に係る規制、ガ
イドライン等

最初に確認していただ
きたい事項をイラスト
を用いてわかりやす
く説明

用語の使用条件、説明
文の要求事項等の詳細
を解説

重要な項目を抽出

環境表示ガイドラインの概要
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（参考）環境表示ガイドライン ５つの基本項目
■環境表示ガイドラインでは、５つの基本的項目を設定しているが、改定案では直感的に内容を
把握するためイラストでの掲載を行った。

食糧との競合 無理な土地改変
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